
                                  令和５年２月１３日 

保護者の皆様 
地域の皆様 
学校支援ボランティアの皆様 

                                      
                        壬生町立藤井小学校長 佐山 英雄 
 

令和５年度学校支援ボランティアの募集について 

 

 春とは名ばかりで厳しい寒さが続いておりますが、皆様におかれましてはますます御清祥の
こととお喜び申し上げます。また、日頃より藤井小の教育に御理解御支援を賜り感謝申し上げ
ます。 

 さて、令和５年度の藤井小学校では、ボランティアの輪を今以上に広げて、様々な方面で子
供たちの笑顔のために、お力添えをお願いできたらと考えております。そこで、従来のスクー
ルガードの活動を含めた学校支援ボランティアを下記のとおり募集してまいります。 

  つきましては、御理解の上、御支援していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいた
します。 
 

記 
１  内 容      

現在、ボランティアでお世話になっている主な活動等 

  ①  放課後子ども教室サポート 
② 登校時の見守りや交通指導 

  ③ 朝の読書の時間の「本の読み聞かせ」 
  ④ 田植えや稲刈りなどの農業体験活動支援ボランティア 
 ⑤  総合的な学習の時間等のかんぴょう栽培・ふくべ細工づくり 
   
他にも奉仕作業、愛のパトロール、夏休みわくわくラジオ体操などＰＴＡ活動として支援 
していただいております。 

 

※太字の内容は現在大募集しています。 
２ 応募期間 

  第１次締切を３月２日（木）といたします。 
（それ以降も随時歓迎いたします。） 

３ 応募方法 

  申込用紙の御提出をお願いします。届けることが難しい場合は、電話またはファックスでも
結構です。令和４年度にボランティア登録をなさっている方については、活動を辞退さ
れる場合のみ御連絡ください。連絡のない方については、引き続き保険に加入させていた
だきますので御承知おきください。 
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 令和５年   月    日 
学校支援ボランティア応募用紙 

 

私は（               ）のボランティアを引き受けます。 
             

ふりがな 

氏 名（              ）  地 区 （            ） 
 
住 所（                              ）電話番号（            ） 

切 り 取 り 線 



 

参考までに 

 

 学校支援ボランティアへ応募してくださった方には 
 

  町の学校支援ボランティアの名簿に登録させていただきます。 

  町費負担によりボランティア保険に加入させていただきます。   （自己負担なし）  

  運動会等の行事への招待状をお送りします。            （参加は自由） 

 

 

 

〈ボランティア活動の具体的な内容〉 

１ 安全支援ボランティア                    

 活動の内容例                            

（１）授業中の校舎内外の巡視              

（２）児童の登校時における安全確保       

 

                      

２ 放課後子供教室サポート 

                       

                                          

３ 環境整備ボランティア                     

  活動の内容例                              

（１）草花の手入れ・花壇の植栽・育苗         

（２）学校農園・学年花壇の整備              

（３）除草や水やり                     

（４）枝の剪定                      

（５）遊具の塗装               

（６）校庭・校舎等の清掃    

                           

※太字の内容は現在大募集しています。 
 
 

  その他 

    ○ 支援できそうなことがありましたら、御遠慮なくお申し出ください。 

    ○ 詳しい内容につきましては、次年度、相談の機会を持たせていただきます。 

   

 


